
サンプルテキスト

■事業内容■ 

  

１ 環境管理に伴う調査・測定・化学分析        

２ ダイオキシン類に係る濃度計量証明 

３ ビル管理に伴う水質検査･空気環境測定   

４ 水道法第 20 条に基づく水質検査 

５ 土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査 

６ 労働衛生管理に伴う作業環境測定 

７ トータルサニテーション管理 

８ 委託試験・研究・開発 
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中央環境審議会自然環境部会温泉小委員会は、平成１６年１２月２１日までに、温泉事業者の温泉表示

の方向性案をまとめ、この案について１７年１月２０日まで意見募集を行うことにしました。 

 この方向性案は、１６年に特に表示がないまま、温泉に入浴剤を使用するなど不適切な事例が判明

したことから、１６年１１月１５日に環境大臣からの諮問が行われ検討されたものです。 

 温泉の掲示項目として温泉法施行規則第６条に従来から定められている、「源泉名」、「泉質」、「温

度」、「成分」、「成分の分析年月日」、「分析を行った登録分析機関の名称・登録番号」、「浴用・飲用にあ

たっての禁忌症」、「浴用・飲用の方法・注意」－－の８項目に加え、（１）加水した場合はその事実と理

由、加水した水の種類（水道水、井戸水の別）、（２）入浴剤を添加した場合や温泉を消毒した場合は添

加物質名称と消毒方法、理由、（３）加温した場合はその事実と理由、（４）温泉水を再使用した場合は

その事実とろ過の有無、理由－－の４項目を規定すべきと提言しました。 

 ４項目が温泉法施行規則第６条に追加された場合、４項目に違反した記載がみつかったケースには

３０万円以下の罰金が課されることになります。 
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